
関 用 連 第 ５ 4 号

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ９ 日

用地対策連絡会全国協議会事務局長 様

（国土交通省関東地方整備局用地部長）

関東地区用地対策連絡協議会事務局長

（国土交通省関東地方整備局用地部長）

建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の

登記の取扱について（報告）

標記の件について、別添のとおり東京都建設局用地部長（東京地区用地対策連絡協議会

会長）より送付をうけましたので、参考までに送付します。
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